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財務諸表に対する注記     令和７年３月３１日  

 

１．重要な会計方針 

(１) 有価証券の評価基準及び評価方法について 

   ① 満期保有目的の債券：取得原価法によっている。 

   ② その他の有価証券：移動平均法による原価法によっている。 

(２)  消費税の会計処理 

    消費税の会計処理は、税込み方式によっている。 

２．基本財産及び特定資産の増減及びその残高 

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次の通りである。   (単位：円) 

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

基 本 財 産 

普 通 預 金 

定 期 預 金 

投資有価証券 

 

50,000,000 

62,960,480 

692,039,520 

 

‐ 

50,000,000 

‐ 

 

50,000,000 

‐ 

‐ 

 

‐ 

112,960,480 

692,039,520 

小 計 805,000,000 50,000,000 50,000,000 805,000,000 

特 定 資 産 

普 通 預 金 

定 期 預 金 

定 期 預 金 

 

9,318,091 

55,000,000 

1,200,000 

 

4,912,546 

‐ 

‐ 

  

9,318,091 

20,000,000 

300,000 

 

4,912,546 

35,000,000 

900,000 

小 計 65,518,091 4,912,546 29,618,091 40,812,546 

合 計 870,518,091 54,912,546 79,618,091 845,812,546 

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 

  基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。      (単位：円) 

科 目 当期末残高 
(うち指定正味財産 

からの充当額) 

(う ち 一 般 正 味 財 産 

からの充当額) 

(うち負債に対

する額) 

基 本 財 産 

定 期 預 金 

投資有価証券 

 

112,960,480 

692,039,520 

 

(10,000,000) 

(0) 

 

(102,960,480) 

(692,039,520) 

 

- 

- 

小 計 805,000,000 (10,000,000) (795,000,000) - 

特 定 資 産 

普 通 預 金 

定 期 預 金 

定 期 預 金 

 

4,912,546 

35,000,000 

900,000 

 

  (0) 

(0) 

(900,000) 

 

(4,912,546) 

(35,000,000) 

(0) 

 

- 

- 

- 

小 計 40,812,546 (900,000) (39,912,546) - 

合 計 845,812,546 (10,900,000) (834,912,546) - 
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４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

  満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。 

                                     (単位：円) 

科   目 帳簿価額 時価 (注) 評価損益 

第 15回三菱フィナンシャルグループ無担保社債 100,000,000 97,500,000 △ 2,500,000 

第 3回大塚ホールディングス社債 100,000,000 96,360,000 △ 3,640,000 

第 17回みずほフィナンシャルグループ無担保社債 100,000,000 95,130,000 △ 4,870,000 

第 19回みずほフィナンシャルグループ無担保社債 100,000,000 94,770,000 △ 5,230,000 

第 25回みずほファイナンシャル・グループ劣後社債 100,000,000 92,860,000 △ 7,140,000 

第 26回ルノー円貨社債 100,000,000 99,990,000 △   10,000 

第 3回楽天カード社債 92,039,520 96,730,000 4,690,480 

合  計 692,039,520 673,340,000 △ 18,699,520 

 （注) 証券会社より入手した時価情報に基づいている。 

 

 

 

附属明細書 

 

１． 基本財産及び特定資産の明細 

  基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため 

附属明細書での記載を省略している。 

 

２． 引当金の明細 

該当なし。 

 


